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1ランク上のシニアライフの話  

平成24年以降急激に増加 
遺言代用信託

人が亡くなると金融機関は
預貯金の口座を凍結しま
す。預貯金は相続人の共有
財産となるため、遺産分割
が完了するまで引き出せな
くなるのです。

最近、遺言代用信託という
制度が流行っています。こ
の制度は、委託者の死亡時
に、信託を使って、相続人等
にお金を引き継ぐ制度で
す。

葬儀代金や相続税の支払
いなどで役に立ちます。じつ
は、生命保険にも同じような
機能があります。これらを使
って、緊急の資金を準備して
みてはいかがでしょう。
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